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通報のあった海外スカウト行事の案内について 
 

 標記に関しまして、外国スカウト連盟から以下の行事の通報がありました。急なご案内となりますが、

貴県連盟内にご周知いただき参加希望者がいる場合は、日本連盟事務局へお問い合わせください。なお、

申し込みにあたっては、日本連盟「スカウトの海外渡航に関する基準」（日本連盟教育規程７－８参照）

の「参加資格」を満たしている事が必要です。 

 

記 

 

１．インドネシア連盟 第１２回ナショナルムート２０２３ 

期  間：２０２３年８月１４日（月）～２１日（月）８日間（会議前後が入退場日） 

  場  所：インドネシア チブブルナショナルキャンプ場 

JAGORAWI TOLL ROAD KM 13 (CIBUBUR EXIT), RT.1/RW.5, Pondok Ranggon, 

CIBUBUR/JAKARTA, East Jakarta City, Jakarta 13860 

  参加対象：ローバースカウトおよび同年代の指導者 

  参 加 費：１５０ＵＳドル（約２万２千円） 

これには、大会期間中の国内交通費、プログラムに関する経費、食事ほか大会記念品が

含まれている。これ以外の航空・交通手配や期間外の食事などは自己負担となる。 

  主な活動：冒険的活動、国内研修ツアー（歴史探訪、文化交流）、フォーラム など 

募集人数：若干名（海外参加者はスカウト８人に１人の指導者が基本的な参加ユニットとなる） 

  備  考：・ＷＯＳＭのセーフ・フロム・ハーム eラーニングを完修していること。 

         

       ・新型コロナウイルスワクチンを接種してること。 

       ・肉体的および精神的に長期の海外野営に耐えられること。 

       ・海外旅行傷害保険を付保すること。 

 

２．２０２３台湾ナショナル・ローバー・カンファレンス 

期  間：２０２３年８月１９日（土）～２３日（水）５日間（会議前後が入退場日） 

場  所：台湾 国立台東大学（National Taitung University） 

          https://english.nttu.edu.tw/ 

  参加対象：ローバースカウトおよび同年代の指導者  

２６才以上の成人指導者もオブザーバー参加が可能 

参 加 費：４,５００新台湾ドル（約２万２千円） 

これには、会議資料一式、記念品、８月１９日から２３日までの宿泊、食事が含まれま

す。これ以外の航空・交通手配や期間外の食事などは自己負担となります。 

使用言語：中国語（普通語） 

メディア：Official Instagram:https://www.instagram.com/nrctaiwan_2023/ 

Official Facebook:https://www.facebook.com/NRC.twscout 

 

https://www.instagram.com/nrctaiwan_2023/
https://www.facebook.com/NRC.twscout


この件に関するお問い合わせ： 

事務局 国際業務担当 Tel:03-6913-6262  E-mail:intl@scout.or.jp 

【共通事項】 

（１）提出書類 

① 日本連盟海外派遣応募申込書（スカウト用または指導者用） 

   ※添付ファイルを受け取れるメールアドレスを必ず記入してください。 

② 海外派遣健康調査書（申込書裏面） 

③ パスポートの顔写真のページの写し 

④ 渡航計画表（案）（利用想定の航空便を記載してください。台湾は高雄国際空港の利

用が強く薦められています。） 

 

（２）日本連盟締切日 

２０２３年７月１４日（金） 

 

（３）留意点 

① 参加希望者のあった場合、書類選考の上、派遣を決定します。 

② 日本連盟からは当該スカウト連盟へ参加申込みの手続きを行います。 

③ 主催国連盟の参加受入れ承認後は、本人が大会窓口と直接連絡をとり準備を進めます。 

④ 日本連盟は心構えや渡航準備を確認した上で派遣員に任命し、国際紹介状を発給と日

本連盟海外派遣員用のネッカチーフを支給します。 

⑤ 航空便を含む交通手配、大会期間外の食事や若干の前泊後泊を含む場合は宿泊手配、期

間外の食事の手配は全て個人で行います。 

⑥ 渡航前に、疾病治療付きの海外旅行傷害保険に必ず加入することを求めます。 

⑦ 参加者は帰国後に、日本連盟へ概要報告書を提出します。 

 

 

以 上 

 

 

 


